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近世における曹洞宗典籍の宗門外への影響

近
世
に
お
け
る
曹
洞
宗
典
籍
の
宗
門
外
へ
の
影
響

―
『
瑩
山
清
規
』
を
中
心
と
し
て

―

秋
津
　
秀
彰

一
︑
本
稿
の
趣
旨

本
稿
で
は
、
近
世
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
受
容
と
影
響
に
つ
い
て
、
事
例
紹
介
を
通
じ
て
、
曹
洞
宗
に
留
ま
ら
な
い
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
提
示
し
た
い
。

「
清
規
」
は
、
当
初
は
大
都
市
の
律
院
に
同
居
し
て
い
た
禅
僧
が
、
独
立
し
て
地
方
に
寺
院
を
建
立
す
る
に
際
し
て
、
新
た
に
設
け
た
生

活
規
則
を
そ
の
始
ま
り
と
す
る
。『
景
徳
伝
灯
録
』
六
「
百
丈
懐
海
伝
」（『
景
徳
伝
灯
録
』、
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
五
月
、
一
〇
一
〜
一

〇
二
頁
）
や
『
禅
苑
清
規
』（
鏡
島
元
隆
・
佐
藤
達
玄
・
小
坂
機
融
『
訳
註
禅
苑
清
規
』、
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
九
七
二
年
七
月
、
三
四
〇
〜
三
八
八
頁
）

等
に
付
さ
れ
る
「
禅
門
規
式
」
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
初
め
て
行
っ
た
の
は
百
丈
懐
海
（
七
四
九
〜
八
一
四
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
百
丈
が

定
め
た
『
百
丈
清
規
』
は
理
想
的
な
清
規
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
早
く
に
散
逸
し
た
と
さ
れ
、
詳
細
な
内
容
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
な
お
近
年
で
は
、『
百
丈
清
規
』
の
著
作
の
存
在
を
否
定
し
、「
禅
門
規
式
」
は
、
百
丈
山
第
十
一
世
道
常
（
？
〜
九
九
一
）
の
頃
の
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規
則
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る）

1
（

。

鏡
島
元
隆
氏
は
、『
百
丈
清
規
』
の
意
義
に
つ
い
て
、
宇
井
伯
寿
氏
の
研
究
に
基
づ
き
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
百
丈
清
規
』
の
成
立
は
、
戒
律
史
上
に
お
い
て
画
期
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
中
国
の
仏
教
は
思
想
的
に
は
大
乗
教
を

奉
じ
な
が
ら
、
実
践
的
に
は
小
乗
戒
に
従
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
種
々
の
矛
盾
を
蔵
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
改
め
る
人
は
な

か
っ
た
。
こ
の
打
破
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
厚
い
壁
で
あ
っ
た
戒
律
の
伝
統
を
破
っ
て
、
改
革
を
断
行
し
、
中
国
仏
教
独
自
の
戒
律

で
あ
る
清
規
を
制
定
し
た
の
が
百
丈
で
あ
る
。

百
丈
は
清
規
を
制
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
大
小
乗
の
戒
律
を
参
照
し
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
禅
院
に

適
す
る
よ
う
に
独
自
の
規
則
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。（『
道
元
禅
師
と
そ
の
周
辺
』、
大
東
出
版
社
、
一
九
八
五
年
四
月
、
一
七
四
頁
）

そ
し
て
こ
の
段
階
に
至
る
ま
で
に
は
、
イ
ン
ド
以
来
の
戒
律
と
禅
宗
に
お
け
る
新
た
な
価
値
観
・
生
活
様
式
と
の
関
係
を
巡
っ
て
、
紆

余
曲
折
を
経
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る）

2
（

。

現
存
最
古
の
清
規
は
、
雲
門
宗
の
長
蘆
宗
賾
（
一
〇
四
〇
頃
〜
一
一
〇
九
頃
）
が
崇
寧
二
年
（
一
一
〇
三
）
に
撰
述
し
た
、『
禅
苑
清
規
』
十

巻
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
百
丈
か
ら
二
百
年
以
上
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、『
百
丈
清
規
』
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。

道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
〜
一
二
五
三
）
は
、『
普
勧
坐
禅
儀
撰
述
由
来
』
に
お
い
て
、『
禅
苑
清
規
』
に
収
録
さ
れ
る
「
坐
禅
儀
」
に
つ
い

て
「
雖
順
百
丈
之
古
意
、
少
添
賾
師
之
新
条
（
百
丈
の
古
意
に
順
ず
と
雖
も
、
少
し
く
賾
師
の
新
条
を
添
う
）」（『
道
元
禅
師
全
集
』
五
、
春
秋
社
、

一
九
八
九
年
九
月
、
二
頁
）
と
評
し
て
お
り
、
百
丈
と
宗
賾
の
著
述
に
お
け
る
時
代
的
・
内
容
的
差
異
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
た
。
し
か

し
、
現
存
最
古
の
清
規
で
あ
り
、
百
丈
の
基
本
的
な
姿
勢
・
精
神
は
踏
襲
し
て
い
る
と
も
判
断
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
叢
林
生
活
の
基

準
と
し
て
定
め
て
い
る
。
な
お
『
禅
苑
清
規
』
の
後
に
、
無
量
宗
寿
（
伝
不
詳
）
が
嘉
定
二
年
（
一
二
〇
九
）
に
『
入
衆
日
用
』
を
著
し
て
お

り
、
道
元
禅
師
著
作
に
は
こ
の
書
か
ら
の
引
用
と
目
さ
れ
る
箇
所
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

道
元
禅
師
は
、
こ
れ
ら
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
補
闕
と
解
説
、
及
び
叢
林
行
事
の
意
義
の
表
明
を
目
的
と
し
た
著
作
を
残
し
て
い
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る
。
最
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
漢
文
体
の
『
典
座
教
訓
』『
弁
道
法
』『
赴
粥
飯
法
』『
衆
寮
箴
規
』『
対
大
己
五
夏
闍
梨
法
』『
知
事

清
規
』
の
六
書
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
後
に
『
永
平
清
規
』
等
と
総
称
さ
れ
る
。
加
え
て
仮
字
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
に
も
、
安
居
の
功

徳
と
結
夏
・
解
夏
の
次
第
を
記
し
た
「
安
居
」
巻
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
述
は
、
坐
禅
を
中
心
と
し
た
適
切
な
修
行
生
活
が
継
続
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
正
伝
の
仏
法
」
の
護
持
を
図
っ
て
い
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

瑩
山
紹
瑾
禅
師
（
一
二
六
四
〜
一
三
二
五
）
は
、
道
元
禅
師
下
三
世
の
法
孫
に
当
た
る
。
瑩
山
禅
師
が
開
創
し
た
永
光
寺
（
石
川
県
羽
咋

市
）
・
總
持
寺
（
当
時
石
川
県
輪
島
市
、
現
在
神
奈
川
県
横
浜
市
）
は
、
中
世
期
に
お
け
る
曹
洞
宗
教
団
拡
大
の
中
心
を
担
う
こ
と
と
な
り
、
結

果
と
し
て
そ
の
法
系
は
、
現
在
の
曹
洞
宗
教
団
の
主
流
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
著
作
の
一
つ
で
あ
る
、
現
在
で
は
『
瑩
山
清
規
』
と
通
称

さ
れ
る
書
は
、
瑩
山
禅
師
の
最
晩
年
に
当
た
る
、
元
亨
四
年
（
正
中
元
年
、
一
三
二
四
）
の
永
光
寺
に
お
け
る
通
年
行
持
の
実
践
の
記
録
が

原
型
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
初
の
書
名
が
『
洞
谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
』、
つ
ま
り
「
永
光
寺
に
お
け
る
行
事
の
順
序
の
記
録
」
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
や
、
当
時
の
動
静
を
記
し
た
日
記
『
洞
谷
記
』
と
補
完
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る）

3
（

。

『
瑩
山
清
規
』
は
、
一
年
間
の
各
月
に
行
わ
れ
る
「
行
事
次
序
」
の
「
年
中
行
事
」
が
基
礎
と
し
て
あ
り
、
そ
の
補
編
と
し
て
、
基
本
的

な
一
日
の
各
時
刻
に
お
け
る
「
行
事
次
序
」
の
「
日
中
行
事
」、
毎
月
の
各
日
に
行
わ
れ
る
恒
例
行
事
の
「
行
事
次
序
」
の
「
月
中
行
事
」

が
著
さ
れ
た
。
更
に
「
日
中
行
事
」「
月
中
行
事
」
の
補
編
と
し
て
、
各
行
事
の
「
回
向
文
」
が
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、

『
瑩
山
清
規
』
は
「
年
中
行
事
」「
日
中
行
事
」「
月
中
行
事
」「
回
向
文
」
で
構
成
さ
れ
、
こ
の
区
分
法
は
現
用
の
『
曹
洞
宗
行
持
軌
範
』

に
お
い
て
も
概
ね
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
収
録
内
容
の
細
目
は
写
本
系
統
や
同
系
統
内
に
お
い
て
も
差
異
が
見
ら
れ
、
特
に
「
回
向
文
」
は

顕
著
な
相
違
が
見
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
、『
禅
苑
清
規
』『
入
衆
日
用
』
及
び
道
元
禅
師
著
作
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
道
元
禅

師
示
寂
以
降
に
中
国
で
成
立
し
た
、
惟
勉
（
伝
不
詳
）
編
『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』（
至
元
二
一
年
〈
一
二
八
四
〉
刊
）
、
沢
山
一
咸
（
伝
不
詳
）

編
『
禅
林
備
用
清
規
』（
延
祐
四
年
〈
一
三
一
七
〉
刊
）
の
参
照
の
痕
跡
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
渡
来
僧
な
ど
に
よ
る
本
朝
撰
述
の
清
規
類
も
参

照
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
儀
礼
を
構
築
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
道
元
禅
師
の
思
想
か
ら
は
導
き
出
し
難
い
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で
あ
ろ
う
、
祝
聖
等
の
儀
礼
や
文
言
が
存
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

『
瑩
山
清
規
』
は
、
中
世
期
に
お
い
て
は
頻
繁
に
書
写
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
写
本
数
は
多
く
は

な
い）

4
（

。
ま
た
『
瑩
山
清
規
』
を
原
型
に
、
各
寺
院
の
所
在
地
域
の
実
情
等
に
合
わ
せ
て
儀
礼
や
文
言
を
添
削
し
て
改
変
し
、
各
寺
院
の
独

自
の
清
規
と
し
て
再
編
す
る
動
き
も
見
ら
れ
た
。
尤
も
こ
の
動
き
は
、
瑩
山
禅
師
が
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の
点
に

つ
い
て
は
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い）

5
（

。
そ
し
て
近
世
に
お
け
る
刊
行
時
に
、
初
め
て
『
瑩
山
清
規
』
の
題
号
が
付
さ
れ
る
と
と
も
に
内
容
が

固
定
化
さ
れ
、
曹
洞
一
宗
の
規
範
と
し
て
の
地
位
を
新
た
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

そ
の
よ
う
な
『
瑩
山
清
規
』
が
、
近
世
に
お
い
て
他
宗
派
に
受
容
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
事
例
を
幾
つ
か
確
認
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、

本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
宗
派
の
も
の
に
留
ま
ら
な
い
、『
瑩
山
清
規
』
と
い
う
著
作
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
確

認
し
た
い
。
な
お
論
述
に
際
し
て
は
、
近
世
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
刊
行
前
後
で
区
分
す
る
。

二
︑
近
世
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
の
受
容

（
１
）
麟
広
書
写
本
・
山
上
氏
旧
蔵
本
の
伝
来
か
ら
の
検
討

本
節
で
は
、『
瑩
山
清
規
』
の
刊
行
以
前
に
、
近
世
に
お
い
て
『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
が
他
宗
に
お
い
て
何
ら
か
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い

た
事
例
を
幾
つ
か
挙
げ
て
み
た
い
。

最
初
に
、
麟
広
書
写
本
（
永
光
寺
蔵
）
・
山
上
氏
旧
蔵
本
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
は
本
来
は
一
組
の
『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
で
あ

り
、
山
上
氏
旧
蔵
本
に
は
「
年
中
行
事
」
が
、
麟
広
書
写
本
に
は
「
日
中
行
事
」・「
月
中
行
事
」・「
回
向
文
」
が
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
巨
岳
麟
広
（
伝
不
詳
）
が
、
明
応
十
年
（
文
亀
元
年
、
一
五
〇
一
）
に
能
登
の
太
岳
山
祥
園
寺
（
現
廃
寺
）
に
お
い
て
書
写

し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
応
永
三
十
年
（
一
四
二
三
）
に
太
容
梵
清
（
一
三
七
八
〜
一
四
三
九
頃
）
が
總
持
寺
（
当
時
石
川
県
輪
島
市
、
現

在
神
奈
川
県
横
浜
市
）
に
お
い
て
書
写
し
た
本
を
、
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
に
宗
嶽
□
超
が
書
写
し
、
そ
れ
を
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
に
宗
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溟
天
曹
が
書
写
し
た
本
に
基
づ
い
て
書
写
を
行
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
非
常
に
短
期
間
に
複
数
回
の
書
写
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

『
瑩
山
清
規
』
が
中
世
曹
洞
宗
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
証
拠
と
な
り
う
る
。

本
書
の
内
容
面
で
の
特
徴
と
し
て
は
、「
回
向
文
」
に
宗
門
最
古
の
『
羅
漢
講
式
』『
涅
槃
講
式
』
の
全
文
が
、
声
明
符
が
付
さ
れ
た
形

で
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
加
え
て
伝
来
の
面
で
も
特
色
が
あ
り
、
こ
れ
ら
二
冊
に
は
、
共
通
し
て
「
平
等
心
王
院
」
の

蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
印
か
ら
、
こ
れ
ら
は
一
時
期
は
槙
尾
山
西
明
寺
（
京
都
府
京
都
市
、
真
言
宗
大
覚
寺
派
）
の
蔵
書
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
西
明
寺
は
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
に
明
忍
律
師
（
一
五
七
六
〜
一
六
一
〇
）
が
復
興
し
、
近
世
戒
律
復
興
の
拠
点
の
一

つ
と
な
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

西
明
寺
の
復
興
以
降
に
蓄
積
さ
れ
た
文
献
の
多
く
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
売
却
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
現
在
で
は
各
所
に
分
散
し
て
い

る
。
売
却
さ
れ
た
理
由
は
、
廣
上
塔
貫
氏
の
著
書
と
、
そ
れ
を
引
用
の
上
、
そ
の
後
の
蔵
書
の
経
緯
を
補
足
し
た
大
谷
由
香
氏
の
論
文
に

詳
し
い）

6
（

。
そ
れ
ら
か
ら
概
要
を
示
せ
ば
、
西
明
寺
の
文
献
は
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
頃
に
大
半
が
売
却
さ
れ
た
が
、
昭
和
三
十
二
年

に
廣
上
塔
貫
氏
が
三
密
堂
書
店
を
通
じ
て
、
そ
の
中
の
律
関
係
の
文
献
を
一
括
し
て
買
い
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
廣
上
氏
は
そ
の

後
、
徳
田
明
本
氏
に
そ
の
大
半
を
譲
り
、
現
在
は
伝
香
寺
（
奈
良
県
奈
良
市
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

廣
上
氏
は
、
昭
和
三
十
三
年
時
点
に
お
け
る
自
身
の
購
入
文
献
を
「
槙
尾
山
心
王
平
等
律
院
放
出
古
書
籍
目
録
」
に
ま
と
め
て
い
る
が
、

そ
の
中
の
「
能
州
洞
谷
山
永
光
寺
行
事　

一
巻　

宝
山
編
瑾
記　

巨
岳
麟
廣
自
筆　

明
応
十
年
辛
酉
三
月　

写
本
」（
九
六
頁
、
記
載
原
文

マ
マ
）
こ
そ
が
、
麟
広
書
写
本
に
相
当
す
る
。
麟
広
書
写
本
の
一
丁
表
右
上
の
印
「
塔
貫
」（「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
〈
一
〉」
一
三
九
頁
右
上
掲

載
写
真
参
照
）
は
、
こ
の
際
に
押
さ
れ
た
蔵
書
印
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
か
ら
同
四
十
七
年
の
間
頃）

7
（

に
、
廣
上

氏
が
麟
広
書
写
本
の
み
を
永
光
寺
に
寄
進
し
た
た
め
、
現
在
は
永
光
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
方
の
山
上
氏
旧
蔵
本
も
、

山
上
氏
は
能
登
の
郷
土
資
料
を
多
数
蒐
集
・
所
蔵
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
一
環
で
購
入
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う）

8
（

。

な
お
、
か
つ
て
西
明
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
禅
文
献
と
し
て
、『
自
得
禅
師
語
録
カ
ナ
抄
』
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、『
弘
文
荘
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待
賈
古
書
目
』
第
三
十
一
号）

9
（

（
弘
文
荘
、
一
九
五
八
年
三
月
、
四
六
頁
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
る
書
誌
情
報
の
中
で
重
要
な

記
載
は
、「
表
紙
の
内
側
に
「
自
得
禅
師
録
自
一

至
二　

喆
囪
賢
子
」
と
あ
る
」、「
巻
首
に
「
平
等
心
王
院
」
の
朱
印
」
の
二
点
で
あ
ろ
う
。
こ

の
前
者
の
記
載
か
ら
、
本
書
の
書
写
者
あ
る
い
は
旧
蔵
者
は
喆（
哲
窓
）囪
芳
賢
（
？
〜
一
五
六
六
？
、
龍
門
寺
〈
石
川
県
七
尾
市
〉
三
世
）
と
判
断
さ
れ

る
。
喆
囪
は
、
現
在
龍
門
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
七
十
五
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
・『
伝
光
録
』
を
書
写
し
、『
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
』
を
書
写
さ

せ
た
重
要
人
物
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
書
は
、
石
川
力
山
氏
が
複
数
の
写
本
を
紹
介
し
て
い
る
『
自
得
禅
師
録
抄
』
の
写
本
の
一
つ
と
見
て

問
題
な
い
で
あ
ろ
う）

10
（

。

龍
門
寺
本
『
正
法
眼
蔵
』
等
の
書
写
地
は
興
徳
寺
（
石
川
県
輪
島
市
三
井
町
興
徳
寺
、
現
廃
寺
）
で
あ
る
が
、
興
徳
寺
は
中
世
末
期
か
ら
近

世
初
期
頃
に
退
転
し
た
こ
と
に
よ
り
、
龍
門
寺
の
寺
名
を
興
徳
寺
に
改
め
る
こ
と
で
存
続
を
図
る
が
、
後
に
龍
門
寺
に
寺
名
を
戻
し
、
現

在
に
至
っ
て
い
る）

11
（

。
興
徳
寺
の
退
転
に
際
し
て
、『
正
法
眼
蔵
』
等
は
龍
門
寺
に
移
さ
れ
た
が
、『
自
得
禅
師
語
録
カ
ナ
抄
』
は
恐
ら
く
そ

の
頃
に
寺
外
に
流
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
自
得
禅
師
語
録
カ
ナ
抄
』
が
麟
広
書
写
本
等
と
と
も
に
西
明
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
か
ら
、
麟
広
書
写
本
等
が
あ
る
時
期
に
興
徳
寺
の
蔵
書
と
な
り
、
そ
の
後
に
興
徳
寺
か
ら
、
そ
の
所
蔵
文
献
と
と
も
に
西
明

寺
に
流
出
し
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
検
討
を
ま
と
め
れ
ば
、
麟
広
書
写
本
の
中
世
末
期
頃
か
ら
現
在
ま
で
の
伝
来
は
、
興
徳
寺
↓
西
明
寺
↓
古
書
店
↓
三
密
堂
書
店

↓
廣
上
塔
貫
氏
↓
永
光
寺
と
次
第
し
た
と
推
定
さ
れ
、
複
雑
な
経
路
を
経
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
確
定
は
今
後
の
課
題
と
な
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
麟
広
書
写
本
・
山
上
氏
旧
蔵
本
は
、
ほ
ぼ
近
世
を
通
じ
て
西
明
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て

そ
の
中
で
参
照
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、『
瑩
山
清
規
』
が
西
明
寺
に

収
蔵
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
筆
者
の
専
門
を
外
れ
る
が
、
推
定
を
二
点
提
示
し
て
み
た
い
。

第
一
の
可
能
性
は
、
冒
頭
に
て
述
べ
た
、
戒
律
と
清
規
の
関
係
性
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
廣
上
氏
も
、「
律
部
に
関
係
す
る
古
本
」（『
草

山
元
政
省
我
律
師
伝
』
九
頁
）
を
購
入
し
た
と
記
し
て
い
る
。
よ
っ
て
西
明
寺
に
お
い
て
、
戒
律
の
復
興
に
向
け
た
資
料
蒐
集
の
過
程
で
、
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『
瑩
山
清
規
』
も
そ
の
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
の
可
能
性
は
、
近
世
の
律
宗
復
興
に
対
す
る
黄
檗
宗
の
影
響
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
藤
谷
厚
生
「
近
世
戒
律
復
興
と
野
中
寺
律
僧
坊
」、『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
十
九
巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
、
一
七
六
頁
）
。
藤
谷
氏

に
よ
れ
ば
、
野
中
寺
（
大
阪
府
羽
曳
野
市
）
は
、
西
明
寺
で
出
家
・
修
行
し
た
慈
忍
慧
猛
（
一
六
一
三
〜
一
六
七
五
）
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
も

の
で
、
慈
忍
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
鉄
眼
道
光
（
一
六
三
〇
〜
一
六
八
二
）
に
梵
網
菩
薩
戒
を
授
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
同
前
一

七
二
頁
）
。
野
中
寺
三
世
戒
山
慧
堅
（
一
六
四
九
〜
一
七
〇
四
）
は
、
鉄
眼
の
下
で
出
家
し
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
『
青
龍
山
清
規
』
と

称
さ
れ
る
野
中
寺
の
規
範
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
法
語
挙
要
」
は
、
経
典
等
か
ら
律
や
参
学
に
関
係
す
る
文
言
を
引
用
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
中
峰
明
本
（
一
二
六
三
〜
一
三
二
三
）
・
自
得
慧
暉
（
一
〇
九
七
〜
一
一
八
三
）
の
語
の
引
用
が
あ
る
（
稲
城
信
子
『
日
本

中
世
の
経
典
と
勧
進
』、
塙
書
房
、
二
〇
〇
五
年
九
月
、
五
四
五
〜
五
四
六
頁
）
。
そ
の
内
の
後
者
は
『
黄
檗
清
規
』「
古
徳
語
輯
要
」（『
大
正
蔵
』

八
十
二
・
七
八
二
頁
下
段
）
か
ら
の
引
用
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
部
分
に
は
、
黄
檗
宗
・『
黄
檗
清
規
』
か
ら
の
影
響
は
見
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
関
係
性
か
ら
、
西
明
寺
に
お
い
て
も
日
本
禅
宗
文
献
の
蒐
集
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
諸

著
作
の
詳
細
な
分
析
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
至
る
か
は
未
知
数
の
部
分
も
多
い
。

（
２
）『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
へ
の
引
用
か
ら
の
検
討

次
に
、『
無
縁
双
紙
』
に
引
用
さ
れ
る
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。『
無
縁
双
紙
』
は
、
喪
祭
を
中
心
と
す
る
儀
礼
の
手
引

書
で
あ
る
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
刊
『
無
縁
双
紙
』
二
巻
と
、
叢
林
の
年
中
行
事
の
回
向
等
を
増
補
し
、
排
列
等
の
変
更
を
行
っ
た
、

寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
刊
『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
八
巻
が
あ
る
が
、
本
書
が
検
討
対
象
と
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
。
ま
た
「
無
縁
」
と

い
う
名
を
付
し
た
喪
祭
儀
礼
集
が
、
本
書
以
外
に
も
他
宗
派
で
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

12
（

。
な
お
、
こ
れ
ら
の
著
作

に
は
差
別
戒
名
に
関
す
る
記
載
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
実
際
に
『
無
縁
双
紙
』『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
に
も
そ
れ
が
含
ま
れ
る
。
そ
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の
た
め
、
取
り
扱
い
に
は
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
の
部
分
は
検
討
の
対
象
と
し
な
い
。

『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
の
特
徴
は
、
同
一
の
儀
礼
で
あ
っ
て
も
様
々
な
著
作
か
ら
作
法
を
蒐
集
の
上
、
複
数
例
示
し
て
い
る
た
め
、

禅
宗
各
派
に
お
い
て
使
用
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
総
項
目
数
は
六
〇
〇
を
超
え
て
い
る
ほ
か
、
非
常
に
長
期
間
に
亘
っ
て
重

版
を
重
ね
て
お
り
、
表
紙
見
返
し
と
奥
付
に
、
出
雲
寺
松
栢
堂
の
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
五
月
改
正
「
出
雲
寺
発
売
目
録
」
と
あ
る

広
告
が
付
さ
れ
た
本
も
確
認
し
て
い
る
（
千
葉
県
立
中
央
図
書
館
所
蔵
本
、
請
求
記
号
：W

2-1-3/15/

〜W
2-1-3/17/

）
。

問
題
点
は
、
両
書
と
も
に
編
者
が
不
明
な
こ
と
で
あ
る
。『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
の
全
体
を
通
覧
す
る
と
、
相
対
的
に
臨
済
系
の
比

重
が
大
き
い
他
、
巻
七
「
逆
修
位
牌
書
様
」
に
、
足
利
尊
氏
（
一
三
〇
五
〜
一
三
五
八
）
、
足
利
基
氏
（
一
三
四
〇
〜
一
三
六
七
）
、
畠
山
氏
や

細
川
氏
な
ど
の
室
町
幕
府
関
係
者
が
例
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
出
典
が
不
明
な
回
向
文
の
祝
献
の
対
象
に
京
都
の
諸
神
社
が
含
ま
れ
る

事
例
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
臨
済
宗
の
儀
礼
の
方
が
比
重
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
尾
崎
正
善
氏
は
、
本
書
に
つ
い
て
「『
諸
回
向

清
規
』・『
無
縁
双
紙
』
等
の
臨
済
系
の
清
規
」（「
曹
洞
宗
葬
祭
儀
礼
と
陰
陽
道
（
二
）

―
資
料
の
紹
介
と
分
類

―
」、『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
紀

要
』
第
二
十
八
号
、
一
九
九
七
年
七
月
、
二
二
〇
頁
）
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
臨
済
宗
系
の
僧
侶
が
複
数
の
典
籍
を
蒐
集
の
上
で
編

纂
し
た
と
判
断
し
、
論
を
進
め
た
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
「
追
記
」
参
照
）
。

本
稿
で
は
、『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
引
用
数
を
調
査
し
た
。
調
査
対
象
は
、『
瑩
山
清
規
』
に
項
目
が
存

在
す
る
、『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
の
巻
一
・
二
・
三
の
叢
林
行
事
に
関
す
る
回
向
文
と
、
巻
五
の
亡
僧
・
尊
宿
喪
儀
法
の
回
向
文
及
び
四

節
の
疏
・
榜
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。

今
回
の
調
査）
13
（

で
出
典
が
比
較
的
明
確
に
判
明
し
た
計
一
九
七
項
目
の
内
、
約
八
割
、
一
五
四
例
が
『
諸
回
向
清
規
』
六
冊
を
そ
の
ま
ま

引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。『
諸
回
向
清
規
』
は
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
三
月
に
臨
済
宗
永
源
寺
（
滋
賀
県
東
近
江
市
）
派
の
天
倫
楓
隠
（
伝

不
詳
）
が
撰
述
し
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
の
臨
済
宗
に
お
け
る
儀
礼
の
根
幹
資
料
の
一
つ
で
あ
る
。

よ
っ
て
『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
の
刊
行
の
動
機
の
一
つ
と
し
て
、『
諸
回
向
清
規
』
の
刊
行
が
挙
げ
ら
れ
る
。



― 183 ―

近世における曹洞宗典籍の宗門外への影響

問
題
の
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
は
、
直
接
引
用
と
見
ら
れ
る
も
の
が
二
六
例
、
さ
ら
に
は
『
瑩
山
清
規
』
が
各
地
域
へ
の
伝
播
の
過

程
で
改
変
さ
れ
て
い
く
中
で
生
み
出
さ
れ
た
諸
本
（
後
述
す
る
「『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
係
」）
か
ら
の
回
向
文
が
七
例
収
録
さ
れ
て
い
る
。

出
典
が
明
ら
か
な
も
の
の
中
か
ら
、
特
徴
的
な
事
例
を
挙
げ
て
み
る
。
巻
一
の
「
祖
師
堂
」
は
、
禅
宗
の
歴
代
祖
師
に
対
し
て
行
う
供

養
で
あ
る
。
そ
の
回
向
文
と
し
て
以
下
の
三
例
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
冒
頭
に
区
別
の
た
め
の
①
②
③
の
番
号
を
付
す
。

①
祖
師
堂
〈
五
日
〉　

浄
法
界
身　

本
無
出
没　

大
悲
願
力　

示
現
去
来　

仰
冀
真
慈　

伏
垂
昭
鑑　

山
門
、
毎
遇
斯
辰
、
謹
集
合

山
比
丘
衆
、
諷
誦
大
悲
円
満
無
礙
神
呪
、
所
集
殊
勲
、
奉
為　

初
祖
菩
提
達
磨
円
覚
大
師
、　

百
丈
大
智
禅
師
、
洞
山
悟
本
大
師
、

永
平
開
山
大
和
尚
、
歴
代
祖
師
、
増
崇
品
位
者
。

②
又　

同
垂
咸
（
マ
マ
）降
、
祖
灯
聯
続
、
道
声
普
聞
者
。

③
又　

仰
冀
真
慈　

俯
垂
昭
鑑　
〈
某
〉
門
、
毎
遇
斯
辰
、　

謹
集
合
山
比
丘
衆
、
同
音（
マ
マ
）初
祖
菩
提
達
磨
大
師
大
和
尚
、
百
丈
大
智

禅
師　
〈
洞
山
悟
本
大
師
／
臨
済
恵
照
禅
師
〉、
開
山
〈
某
〉
大
和
尚
、
上
酬
慈
蔭　

歴
代
祖
師
、
各
〈
増
／
崇
〉
品
位
。
十
方
三

世
一
切
諸
仏
、
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
。（
巻
一
・
八
丁
裏
〜
九
丁
表
、
句
読
点
筆
者
、〈　

〉
内
は
割
注
、
／
は
割
注
内

の
折
り
返
し
を
示
す
、
以
下
略
）

各
々
の
出
典
を
検
討
し
て
み
る
と
、
ま
ず
①
は
、
以
下
の
『
瑩
山
清
規
』「
回
向
文
」
所
収
の
「
祖
師
堂
諷
経
」
と
全
体
構
成
は
等
し
い
。

６
祖
師
堂
諷
経　
〈
初
五
日
〉

浄
法
界
身　

本
無
出
没　

大
悲
願
力　

示
現
去
来　

仰
冀
真
慈　

伏
垂
昭
鑒

山
門
、
毎
遇
斯
辰
、
集
比
丘
衆
、
諷
誦
大
悲
円
満
無
礙
神
呪
、
所
集
功
徳
、
奉
為　

達
磨
大
師
、　

百
丈
禅
師
、
歴
代
祖
師
、
増
崇

品
位
者
。
十
方
三
世
云
々
。（
梵
清
本
系
光
椿
書
写
本
、「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
〈
二
〉」
一
九
三
頁
、
表
題
冒
頭
の
数
字
は
同
論
文
で
付
し
た

回
向
文
番
号
を
示
す
）

こ
こ
で
は
、『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
用
例
の
多
さ
か
ら
引
用
す
る
本
を
決
定
し
た
が
、「
所
集
功
徳

0

0

」
に
つ
い
て
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
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麟
広
書
写
本
の
み
「
所
集
殊
勲

0

0

」
と
な
っ
て
お
り
（
同
前
同
頁
）
、
よ
り
『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
に
近
い
。

更
に
個
々
の
文
言
を
見
て
い
く
と
、
例
え
ば
以
下
の
『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』「
回
向
文
」
所
収
の
「
祖
師
」
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
。

祖
師
〈
五
日
〉

仰
冀
真
慈　

伏
垂
昭
鑑

山
門
、
毎
遇
斯
辰
、
集
合
山
清
衆
、
同
音
諷
誦
大
悲
円
満
無
礙
神
呪
、
所
集
功
勲
、
奉
為　

震
旦
初
祖
菩
提
達
磨
円
覚
大
師
、
叢
林

開
闢
百
丈
大
智
禅
師
、　

洞
山
悟
本
大
師
、　

永
平
開
山
大
和
尚
、
歴
代
祖
師
、
同
垂
感
降
、
祖
灯
聯
続
、
道
声
普
聞
者
。（『
続
曹
洞

宗
全
書
』
清
規
、
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
二
月
、
一
一
七
頁
）

『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
は
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
に
、
梵
清
本
系
『
瑩
山
清
規
』
を
龍
泰
寺
（
岐
阜
県
関
市
）
に
適
す
る
形
で
省
略
・

改
変
の
上
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
と
類
似
し
た
文
言
の
資
料
と
し
て
、
大
安
寺
（
長
野
県
長
野
市
）

所
蔵
『
回
向
幷
式
法
』「
五
日
」
の
祖
師
諷
経
が
挙
げ
ら
れ
る
（
尾
崎
正
善
「
翻
刻
・
大
安
寺
蔵
『
回
向
幷
式
法
』」、『
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
紀
要
』

第
九
号
、
一
九
九
五
年
十
月
、
八
四
頁
）
。『
回
向
幷
式
法
』
は
一
四
〇
〇
年
代
後
半
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
て
お
り
（
同
前
七
三
頁
）
、
ま
た
大

安
寺
は
龍
泰
寺
の
孫
末
寺
で
あ
る
た
め
、
両
者
の
関
係
性
が
見
い
だ
せ
る
。

興
味
深
い
部
分
と
し
て
、「
歴
代
祖
師
」
以
下
の
結
句
の
相
違
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
瑩
山
清
規
』
で
は
「
歴
代
祖
師
、
増
崇
品
位
者

0

0

0

0

0

」
と

な
っ
て
お
り
、
①
と
同
じ
で
あ
る
が
、『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
で
は
「
歴
代
祖
師
、
同
垂
感
降
、
祖
灯
聯
続
、
道
声
普
聞
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
な
っ
て

お
り
、
②
と
同
じ
で
あ
る
。
重
要
な
点
は
、『
瑩
山
清
規
』
と
『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
の
結
句
が
、
排
他
関
係
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
一
方
し
か
参
照
し
て
い
な
い
場
合
は
、
も
う
一
方
の
回
向
文
は
生
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
当
然
、『
増
補
分
類
無

縁
双
紙
』
が
直
接
『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
を
参
照
し
て
成
立
し
た
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
類
似
し
た
本
文
を
有
す
る
、
系
統
の
近
い
本

を
参
照
し
て
い
た
と
は
言
え
る
た
め
、
こ
れ
を
仮
に
「『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
系
」
と
呼
称
す
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
の
「
祖
師
堂
」
は
、
ま
ず
基
本
的
な
例
と
し
て
①
を
定
め
、
そ
れ
に
際
し
て
は
、
全
体
の
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文
言
は
『
瑩
山
清
規
』
に
基
づ
き
つ
つ
、『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
系
か
ら
、
採
用
可
能
な
文
言
を
合
糅
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
結
句
は

排
他
関
係
に
あ
る
た
め
、『
瑩
山
清
規
』
の
「
増
崇
品
位
者
」
を
主
と
し
て
①
に
採
用
し
、『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
系
の
「
同
垂
咸
降
、
祖

灯
聯
続
、
道
声
普
聞
者
」
を
、
参
考
資
料
と
し
て
②
と
し
て
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
③
は
、
以
下
の
『
諸
回
向
清
規
』
が
出
典
で
あ
る
が
、『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
で
は
傍
点
部
分
が
脱
文
と
な
っ
て
い
る
。

祖
師
堂
諷
経
〈
三
日　

十
七
日
〉

仰
冀
真
慈　

俯
垂
昭
鑑

某
門
、
毎
遇
斯
辰
、
謹
集
合
山
清
衆
、
同
音　

諷
誦
大
仏
頂
万
行
首
楞
厳
神
呪
、
所
集
殊
勲
、
奉
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

初
祖
菩
提
達
磨
円
覚
大
師
大
和

尚
、
百
丈
大
智
禅
師　

臨
済
恵
照
禅
師
、
開
山
国
師
大
和
尚
、
上
酬
慈
蔭　

歴
代
祖
師
各
増
崇
品
位
。
十
方
三
世
一
切
諸
仏
、
諸
尊

菩
薩
、
云
云
。（『
大
正
蔵
』
八
十
一
・
六
二
八
頁
下
段
）

た
だ
し
、『
諸
回
向
清
規
』
で
は
臨
済
宗
単
独
用
の
回
向
に
な
っ
て
い
る
た
め
、『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
で
は
「
臨
済
恵
照
禅
師
」
を

置
き
換
え
て
「
洞
山
悟
本
大
師
」
と
す
る
例
を
追
加
す
る
こ
と
で
、
曹
洞
宗
用
と
し
て
も
使
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
の
事
例
か
ら
は
、
三
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、『
瑩
山
清
規
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
応
永
三
十
年

（
一
四
二
三
）
に
お
け
る
梵
清
の
書
写
以
降
に
も
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
改
定
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
共
通
し
て
各
地
に
流
布
し
て
い
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
の
刊
行
は
、
次
節
で
述
べ
る
『
瑩
山
清
規
』
の
刊
行
以
前
で
あ

る
た
め
、
本
書
の
編
者
は
、『
瑩
山
清
規
』
及
び
『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
系
と
い
う
複
数
系
統
の
『
瑩
山
清
規
』
に
由
来
す
る
写
本
を
参
照

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
本
書
の
編
者
は
、
複
数
系
統
の
『
瑩
山
清
規
』
の
相
違
点
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
取
捨

選
択
・
統
合
・
再
編
を
行
う
こ
と
で
、
最
適
な
儀
礼
の
構
築
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』「
韋

駄
天
」（
巻
一
・
十
丁
表
〜
裏
）
は
、『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』「
韋
駄
天
」（『
続
曹
洞
宗
全
書
』
清
規
・
一
一
七
頁
）
と
『
諸
回
向
清
規
』「
韋
馱
天

諷
経
」（『
大
正
蔵
』
八
十
一
・
六
二
九
頁
上
段
）
の
二
例
が
示
さ
れ
て
お
り
、『
瑩
山
清
規
』「
５
韋
陀
天
諷
経
」（「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
〈
二
〉」
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一
九
二
頁
）
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
基
準
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
判
断
が
行
わ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
今
回
は

全
般
的
な
引
用
傾
向
の
指
摘
に
留
め
、
具
体
的
な
判
断
の
基
準
等
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
の
撰
述
意
図
は
、
序
跋
文
等
の
著
者
か
ら
の
情
報
が
な
い
た
め
正
確
に
は
不
明
で
あ
る
が
、
各
種
回
向
文
等

の
出
典
を
明
示
し
て
い
な
い
の
は
、
禅
宗
通
用
の
儀
礼
集
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
目
指
し
た
か
ら
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、『
瑩

山
清
規
』
は
禅
宗
一
般
で
用
い
ら
れ
る
儀
礼
の
典
拠
の
一
つ
と
し
て
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
本
書
の
刊
行
期
間
の
長
さ
か

ら
し
て
も
、
曹
洞
宗
に
留
ま
ら
ず
、
禅
宗
、
引
い
て
は
他
宗
派
の
人
物
が
本
書
を
参
照
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
影
響
を
与
え

た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
瑩
山
清
規
』
の
内
容
を
全
体
の
刊
行
以
前
に
部
分
的
に
刊
行
し
た
と
い
う
こ
と
、
現
存
し
な
い
『
瑩

山
清
規
』
の
写
本
の
内
容
を
残
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
、『
瑩
山
清
規
』
そ
の
も
の
の
研
究
に
お
い
て
も
重
要
な
書
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
︑
近
世
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
刊
本
の
受
容

従
来
は
写
本
に
よ
っ
て
伝
わ
っ
て
い
た
『
瑩
山
清
規
』
で
あ
る
が
、
近
世
に
お
い
て
大
き
な
転
機
が
発
生
す
る
。
月
舟
宗
胡
（
一
六
一
八

〜
一
六
九
〇
）
は
、
そ
の
内
題
を
『
加
州
椙
樹
林
大
乗
護
国
禅
寺
行
事
次
序
』
に
改
め
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
中
野
小
左
衛
門
を
書

肆
と
し
て
刊
行
し
た
の
で
あ
る
。
月
舟
は
、
大
乗
寺
（
石
川
県
金
沢
市
）
に
お
い
て
古
規
復
古
運
動
の
実
践
を
図
っ
て
お
り
、
そ
の
助
証
と

す
る
こ
と
が
そ
の
内
題
の
意
図
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
版
心
題
に
は
「
瑩
山
清
規
巻
上
」
等
と
あ
り
、
先
行
し
て
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に

刊
行
さ
れ
た
、『
永
平
清
規
』
と
対
を
な
す
か
の
よ
う
な
書
名
を
ま
た
付
し
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。

し
か
し
、
月
舟
開
版
本
は
、
大
乗
寺
所
蔵
愚
休
書
写
本
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
印
刻
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
写
本
に
修
正
指
示
を
記
し
た

紙
を
貼
り
付
け
て
修
正
し
た
り
、
純
粋
な
誤
字
脱
字
が
散
見
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
の
問
題
を
有
し
て
い
た）

14
（

。
こ
れ
を
、
月
舟
の
法
嗣
の
卍

山
道
白
（
一
六
三
六
〜
一
七
一
五
）
が
「
改
正
」
の
上
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
に
『
瑩
山
和
尚
清
規
』
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
。
そ
の
際
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に
は
、
誤
字
脱
字
の
補
正
を
超
え
た
文
言
の
改
定
や
、「
回
向
文
」
の
排
列
な
ど
の
再
編
を
実
施
し
て
い
る
。

例
え
ば
、「
月
中
行
事
」
十
五
日
条
の
末
は
、
卍
山
開
版
本
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

布
薩
・
羅
漢
供
作
法
、
在
別
紙
。　

元
応
元
年
九
月
十
五
日
、
始
修
羅
漢
供
。
毎
十
五
日
、
供
養
之
。
是
尊
者
望
也
〈
羅
漢
示
現
来
、

対
瑩
山
自
請
故
〉。

布
薩
・
羅
漢
供
の
作
法
は
、
別
紙
に
在
り
。　

元
応
元
年
九
月
十
五
日
、
始
め
て
羅
漢
供
を
修
す
。
十
五
日
毎
に
、
之
を
供
養
す
。

是
れ
尊
者
の
望
な
り
〈
羅
漢
示
現
し
て
来
る
、
瑩
山
に
対
し
て
自
ら
請
す
る
が
故
に
〉。（「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
〈
二
〉」
二
五
六
頁
）

こ
れ
に
対
し
て
、
諸
本
で
は
概
ね
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

斎
罷
、
布
薩
。
作
法
、
在
別
紙
。

斎
罷
に
、
布
薩
あ
り
。
作
法
、
別
紙
に
在
り
。（
同
前
一
八
六
、
二
五
六
頁
）

卍
山
開
版
本
で
は
、
古
写
本
『
洞
谷
記
』
の
記
述）
15
（

に
基
づ
い
て
、
毎
十
五
日
に
羅
漢
供
養
を
行
う
旨
を
追
記
し
、
実
際
に
『
瑩
山
清

規
』
の
末
に
『
羅
漢
講
式
』
を
追
加
し
て
い
る
（「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
〈
三
〉」
二
八
四
〜
三
二
〇
頁
）
。
し
か
し
、
古
写
本
に
は
な
い
文
言
を

追
加
し
、『
瑩
山
清
規
』
に
当
初
か
ら
『
羅
漢
講
式
』
が
付
さ
れ
て
い
た
と
い
う
誤
解
を
生
む
記
述
で
も
あ
る
た
め
、
注
記
等
を
付
さ
な
か

っ
た
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
意
図
は
、「
叢
林
行
事
の
規
範
た
る
「
清
規
」
と
し
て
の
『
瑩
山
清
規
』」
を
よ
り
完
成

し
た
形
に
近
づ
け
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
、
文
献
学
的
研
究
や
そ
の
手
法
が
進
展
し
た
現
在
の
我
々
の
目
か
ら
判
断
し

た
も
の
で
あ
り
、
卍
山
の
行
い
を
一
概
に
批
判
す
る
の
も
ま
た
問
題
で
あ
る
。

こ
の
卍
山
開
版
本
は
大
い
に
流
布
し
、『
大
正
蔵
』
八
十
二
等
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
他
、
現
在
の
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
、
儀
礼
の
根
幹

資
料
の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
得
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
卍
山
が
大
規
模
な
改
変
を
行
っ
た
の
も
事
実
で
あ
り
、
本
書
の
本
文

や
収
録
資
料
の
み
を
以
て
瑩
山
禅
師
撰
述
時
点
の
儀
礼
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
は
問
題
で
あ
り
、
他
本
と
の
比
較
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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こ
れ
ら
の
近
世
に
お
け
る
二
度
の
刊
行
は
、
写
本
の
み
の
従
来
の
状
況
に
比
し
て
、『
瑩
山
清
規
』
の
参
照
を
極
め
て
容
易
に
し
た
と
見

ら
れ
る
。
そ
の
影
響
を
受
け
て
か
、
実
際
に
こ
の
刊
本
を
参
照
し
、
臨
済
僧
の
著
作
へ
引
用
し
て
い
る
事
例
が
確
認
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ

に
つ
い
て
幾
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

成
立
順
に
、
ま
ず
『
入
衆
日
用
小
清
規
稗
説
』
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
に
は
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
付
、
永
源
寺
（
滋
賀
県
東
近
江

市
）
九
十
世
石
梯
道
雲
（
一
六
五
二
〜
一
七
一
五
）
の
「
日
用
小
清
規
稗
説
序
」
と
、
著
者
の
木
㟏
恵
倹
の
自
序
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、

こ
の
頃
の
成
立
と
見
ら
れ
る
。
本
書
は
『
入
衆
日
用
』
に
対
す
る
注
釈
書
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
に
際
し
て
『
永
平
清
規
』『
瑩
山
清
規
』

や
七
十
五
巻
本
系
『
正
法
眼
蔵）
16
（

』
を
引
用
し
て
い
る
点
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
冒
頭
部
の
清
規
に
関
す
る
総
説
の
中
で
、
中

国
撰
述
の
『
勅
修
百
丈
清
規
』
に
至
る
ま
で
の
諸
清
規
を
列
挙
し
た
後
、
日
本
撰
述
の
清
規
と
し
て
『
永
平
清
規
』『
瑩
山
清
規
』
と
渡
来

臨
済
僧
の
清
拙
正
澄
（
一
二
七
四
〜
一
三
三
九
）『
大
鑑
清
規
』
を
挙
げ
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

又
於
本
朝
所
出
、
率
有
三
。
一
、
人
皇
第
八
十
六
主
、
四
条
院
、
天
福
元
年
〈
正
当
宋
第
十
四
主
、
理
宗
、
紹
定
六
年
〉、
永
平
道

元
、
帰
自
宋
来
後
、
述
天
童
所
伝
清
規
。
其
書
上
下
巻
、
謂
之
永
平
清
規
。
二
、
人
皇
第
九
十
五
主
、
後
醍
醐
天
皇
、
正
中
元
年

〈
正
当
元
第
十
主
、
泰
定
帝
元
年
〉、
道
元
曾
孫
、
瑾
瑩
山
、
重
修
天
童
・
永
平
伝
来
古
規
。
亦
其
書
両
巻
、
仍
称
瑩
山
清
規
。
三
、

後
醍
醐
天
皇
、
嘉
暦
二
年
〈
正
当
元
泰
定
四
年
〉、
澄
清
拙
、
至
自
元
以
降
、
行
華
夏
規
製
。
澄
自
称
、
大
智
再
生
。
曾
云
、
我
逝
、

必
与
大
智
同
月
日
。
後
果
然
。
世
曰
大
鑑
清
規
。

又
た
本
朝
に
於
て
出
る
所
、
率お
お
むね
三
有
り
。
一
に
は
、
人
皇
第
八
十
六
主
、
四
条
の
院
、
天
福
元
年
〈
宋
の
第
十
四
主
、
理
宗
の
紹

定
六
年
に
正
当
す
〉、
永
平
の
道
元
、
宋
自
り
帰
り
来
り
て
後
、
天
童
所
伝
の
清
規
を
述
す
。
其
の
書
は
上
下
巻
あ
り
、
之
を
永
平

清
規
と
謂
う
。
二
に
は
、
人
皇
第
九
十
五
主
、
後
醍
醐
天
皇
、
正
中
元
年
〈
元
の
第
十
主
、
泰
定
帝
元
年
に
正
当
す
〉、
道
元
の
曾

孫
、
瑾
瑩
山
、
重
て
天
童
・
永
平
伝
来
の
古
規
を
修
す
。
亦
た
其
の
書
両
巻
あ
り
、
仍
て
瑩
山
清
規
と
称
す
。
三
に
は
、
後
醍
醐
天

皇
、
嘉
暦
二
年
〈
元
の
泰
定
四
年
に
正
当
す
〉、
澄
清
拙
、
元
自
り
至
り
て
よ
り
以こ
の
か
た降
、
華
夏
の
規
製
を
行
う
。
澄
自み
ず
から
称
す
、
大
智
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の
再
生
と
。
曾
て
云
く
、
我
れ
逝
か
ば
、
必
ず
大
智
と
月
日
を
同
う
せ
ん
と
。
後
に
果
然
り
。
世
に
大
鑑
清
規
と
曰
う
。（
巻
上
之
一
、

三
丁
裏
〜
四
丁
表
、
振
り
仮
名
筆
者
、
以
下
略
）

現
在
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
道
元
禅
師
の
帰
朝
年
な
ど
の
問
題
は
あ
る
が
、
基
本
的
な
部
分
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

の
『
永
平
清
規
』『
瑩
山
清
規
』
の
位
置
づ
け
は
本
朝
撰
述
の
清
規
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
ま
っ
て
お
り
、
内
容
等
に
踏
み
込
ん
だ
具
体

的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。『
入
衆
日
用
』『
弁
道
法
』『
瑩
山
清
規
』「
日
中
行
事
」
は
、
一
日
の
行
法
を
記
し

て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
入
衆
日
用
小
清
規
稗
説
』
の
注
釈
を
見
る
と
、『
入
衆
日
用
』
が
簡
略
に
過
ぎ
る
部

分
や
、
記
述
内
容
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
場
合
な
ど
に
、『
入
衆
日
用
』
以
降
の
儀
礼
の
実
践
書
と
し
て
、
解
釈
の
参
考
書
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
る
事
例
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
入
衆
日
用
小
清
規
稗
説
』
に
近
い
例
と
し
て
は
、
無
著
道
忠
（
一
六
五
三
〜
一
七
四
五
）
の
各
種
著
作
へ
の
引
用
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
新

纂
禅
籍
目
録
』（
八
四
頁
）
に
よ
れ
ば
、
妙
心
寺
塔
頭
東
海
庵
に
『
瑩
山
清
規
』
の
無
著
の
手
沢
本
が
存
す
る
と
あ
る
。

無
著
が
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
か
ら
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
か
け
て
撰
述
し
た
、『
勅
修
百
丈
清
規
』
の
清
規
（
規
則
）
の
解
釈
に
通

じ
る
部
分
の
注
釈
書）
17
（

『
勅
修
百
丈
清
規
左さ

觽け
い

』
に
収
録
さ
れ
る
、「
禅
規
歴
代
編
修
」
の
「
已
下
係
日
本
編
修
」
の
中
に
、
以
下
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

永
平
清
規
〈
二
巻
〉　

永
平
寺
道
元
撰

瑩
山
清
規
〈
一
巻
〉　

洞
谷
瑩
山
紹
瑾
撰

忠
曰
、
近
年
、
白
卍
山
、
補
増
為
二
巻
。
瑩
山
、
自
道
元
四
世
、
嗣
法
徹
通
義
介
。

◯
永
平
・
瑩
山
二
規
、
洞
家
所
遵
行
也
。

永
平
清
規
〈
二
巻
〉　

永
平
寺
道
元
撰

瑩
山
清
規
〈
一
巻
〉　

洞
谷
瑩
山
紹
瑾
撰
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忠
曰
く
、
近
年
、
白
卍
山
、
補
増
し
て
二
巻
と
為
す
。
瑩
山
、
道
元
自
り
四
世
、
徹
通
義
介
に
嗣
法
す
。

◯
永
平
・
瑩
山
の
二
規
、
洞
家
の
遵
行
す
る
所
な
り
。（『
禅
学
叢
書
』
八
・
五
二
頁
）

よ
っ
て
、『
瑩
山
清
規
』
の
著
作
の
存
在
は
認
識
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
一
方
、「
坐
禅
儀
」
の
項
目
に
過
去
に
撰
述
さ
れ
た

『
坐
禅
儀
』
が
八
書
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、「
永
平
道
元
禅
師
坐
禅
儀
及
箴　

在
本
録
〈
雲
桃
清
規
解
有
評
〉（
永
平
道
元
禅
師
坐
禅
儀

及
び
箴　

本
録
に
在
り
〈
雲
桃
の
清
規
の
解
に
評
有
り
〉）」（
同
前
七
四
八
頁
）
と
あ
る
が
、
卍
山
が
『
瑩
山
清
規
』
と
と
も
に
刊
行
し
た
『
坐
禅

用
心
記
』
へ
の
言
及
が
な
い
。
こ
こ
で
言
う
「
本
録
」
と
は
、
道
元
禅
師
一
代
の
語
録
『
永
平
広
録
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
道
元
禅
師
の

『
普
勧
坐
禅
儀
』
及
び
『
坐
禅
箴
』
は
、『
永
平
広
録
』
を
縮
小
し
て
成
立
し
た
『
永
平
略
録
』
に
お
い
て
は
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
の
最

初
の
刊
行
時
よ
り
両
者
が
付
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、『
永
平
広
録
』
に
お
い
て
は
当
初
は
共
に
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
時

期
に
『
普
勧
坐
禅
儀
』
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
卍
山
開
版
本
に
お
い
て
、『
永
平
略
録
』
の
影
響
を
受

け
て
両
者
が
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る）

18
（

。
よ
っ
て
無
著
は
、
恐
ら
く
延
宝
元
年
刊
『
永
平
広
録
』
を
参
照
し
て
こ
れ
を
記
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
瑩
山
清
規
』『
大
鑑
清
規
』『
勅
修
百
丈
清
規
』
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
て
い
る
が
、『
瑩
山
清
規
』
の
引
用
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、

『
大
鑑
清
規
』
の
省
略
版
で
あ
る
『
大
鑑
小
清
規
』
は
引
用
が
見
ら
れ
る
（『
禅
学
叢
書
』
八
・
五
五
八
頁
等
）
。
よ
っ
て
、
著
作
の
存
在
は
認

識
し
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
時
点
で
は
内
容
の
確
認
ま
で
手
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
成
立
し
た
、『
勅
修
百
丈
清
規
』
の
語
義
の
解
釈
に
通
じ
る
部
分
の
注
釈
書
『
禅
林
象
器
箋
』
の

「
坐
禅
儀
」
で
は
、
項
目
が
十
二
例
に
増
え
、
そ
の
中
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

永┐
正
法
眼
蔵

平
元
禅
師
、
坐
禅
儀
幷
銘

瑩┐
附
瑩
山
清
規
後

山
瑾
禅
師
、
坐
禅
用
心
記
及
三
根
坐
禅
説

永┐
正
法
眼
蔵
平
元
禅
師
、
坐
禅
儀
幷
び
に
銘
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瑩┐
附
瑩
山
清
規
後

山
瑾
禅
師
、
坐
禅
用
心
記
及
び
三
根
坐
禅
説
（『
禅
学
叢
書
』
九
、
中
文
出
版
社
、
一
九
七
九
年
十
二
月
、
三
五
四
頁
）

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
『
瑩
山
清
規
』
に
付
さ
れ
た
『
坐
禅
用
心
記
』
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
各
項
目
の
注
釈
に
『
瑩
山
清
規
』
が

八
例
引
用
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
後
に
内
容
を
確
認
し
、
注
釈
に
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
無
著
の
場
合
も
、『
瑩
山
清
規
』
を

直
接
的
に
そ
の
儀
礼
の
根
幹
と
し
て
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
不
明
な
語
の
注
釈
に
利
用
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、『
入
衆
日

用
小
清
規
稗
説
』
に
近
い
態
度
で
あ
る
と
言
え
る
。

四
︑
結
論
に
代
え
て
―
近
世
に
お
け
る
『
行
事
次
序
』
か
ら
『
瑩
山
清
規
』
へ
の
転
換
と
『
瑩
山
清
規
』
参
照
の
意
義

近
世
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
参
照
の
意
義
を
確
認
す
る
た
め
に
、
中
世
期
に
お
け
る
動
向
も
見
て
み
た
い
。
結
論
と
し
て
、
中
世

期
の
臨
済
宗
に
お
い
て
も
、
道
元
禅
師
が
清
規
を
著
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
一
定
程
度
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、『
瑩
山
清
規
』

が
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
資
料
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。

例
え
ば
、
臨
済
宗
の
雲
章
一
慶
（
一
三
八
六
〜
一
四
六
三
）
が
『
勅
修
百
丈
清
規
』
の
講
義
を
行
い
、
そ
れ
を
桃
源
瑞
仙
（
一
四
三
〇
〜
一

四
八
九
）
が
筆
録
し
て
成
立
し
た
『
百
丈
清
規
雲
桃
抄
』
の
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
刊
本
の
冒
頭
に
は
、「
諸
清
規
来
由
次
第
」
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
中
国
撰
述
の
諸
清
規
を
列
挙
し
た
後
、
日
本
撰
述
の
清
規
と
し
て
、
臨
済
宗
の
渡
来
僧
が
撰
述
し
た
清
拙
の
『
大
鑑
清
規
』、

竺
仙
梵
仙
（
一
二
九
二
〜
一
三
四
八
）『
損
益
清
規
』
を
挙
げ
、
そ
の
後
に
「
又
栢
堂
清
規　

道
元
清
規
〈
永
平
寺
〉」
と
あ
る
（
一
冊
一
丁
裏

〜
二
丁
表
、『
損
益
清
規
』『
栢
堂
清
規
』
は
現
在
存
否
不
詳
）
。

『
永
平
清
規
』
に
含
ま
れ
る
の
六
書
の
中
世
期
の
写
本
は
全
体
を
通
じ
て
僅
か
し
か
存
在
せ
ず
、『
弁
道
法
』『
赴
粥
飯
法
』
の
古
写
本
は

現
在
未
確
認
で
あ
る
。
ま
た
写
本
の
現
存
数
や
近
世
に
お
け
る
刊
行
数
か
ら
推
測
す
る
と
、『
衆
寮
箴
規
』『
対
大
己
五
夏
闍
梨
法
』
を
除

い
て
は
、
中
世
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
、
さ
ほ
ど
重
ん
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る）

19
（

。
そ
の
よ
う
な

状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
世
期
の
臨
済
僧
が
本
朝
撰
述
の
清
規
と
し
て
、
道
元
禅
師
が
撰
述
し
た
著
述
の
存
在
を
挙
げ
て
い
る
点
は
非
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常
に
興
味
深
い
。

な
お
先
の
『
百
丈
清
規
雲
桃
抄
』「
諸
清
規
来
由
次
第
」
は
、
よ
く
参
照
さ
れ
る
両
足
院
（
建
仁
寺
塔
頭
、
京
都
府
京
都
市
）
本
に
は
見
ら

れ
な
い）

20
（

が
、
笑
雲
清
三
（
伝
不
詳
）『
入
衆
日
用
清
規
之
鈔
』
に
は
、

サ
テ
八
清
規
ア
ル
カ
、
其
ハ
崇
寧
清
規
、
咸
淳
清
規
、
至
大
清
規
、
勅
修
清
規
、
日
用
清
規
、
律
苑
清
規
、
教
苑
清
規
、
村
寺
清
規

ゾ
。
此
八
清
規
ノ
外
、
於
日
本
永
平
道
元
和
尚
、
見
製
清
規
、
雲
章
和
尚
、
引
之
。
為
九
清
規
ゾ
。（
明
暦
元
年
〈
一
六
五
五
〉
刊
本
、

上
冊
一
丁
裏
）

と
あ
り
、
雲
章
の
講
説
を
引
用
し
て
『
永
平
清
規
』
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
近
世
に
お
け
る
刊
行
の
際
に
付

加
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

『
百
丈
清
規
雲
桃
抄
』
は
、
丹
波
の
曹
洞
宗
寺
院
か
ら
『
永
平
広
録
』
を
借
り
出
し
て
閲
覧
し
た
と
い
う
記
事
も
著
名
で
あ
り
（『
続
抄
物

資
料
集
成
』
八
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
〇
年
一
月
、
二
三
六
〜
二
三
七
頁
）
、
雲
章
は
曹
洞
宗
に
対
す
る
一
定
程
度
の
教
養
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
丹
波
地
方
は
、
通
幻
寂
霊
（
一
三
二
二
〜
一
三
九
一
）
開
創
の
摂
丹
境
永
沢
寺
（
兵
庫
県
三
田
市
）
や
、
梵
清
開
創
の
玉
雲
寺
（
京
都

府
船
井
郡
京
丹
波
町
）
な
ど
が
所
在
す
る
た
め
、
瑩
山
禅
師
門
下
の
影
響
力
の
小
さ
い
地
域
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
規
の

事
例
の
中
に
『
瑩
山
清
規
』、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
典
籍
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
に
お
い
て
他
宗
派
の
人
物

に
知
ら
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、『
瑩
山
清
規
』
が
、
当
初
は
『
洞
谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
』
と
い
う
、
永
光
寺
一
寺
院
の
通
年
行
事
の
記
録

と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
一
時
院
に
お
け
る
先
例
の
記
録
で
あ
り
、
実
践
書
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
瑩
山
禅
師
が
開
山
し
た
永
光
寺
・
總
持
寺
教
団
の
展
開
、
及
び
両
寺
で
採
用
さ
れ
た
輪
住
制
に
よ
っ
て

各
地
に
伝
播
し
て
い
く
が
、
そ
の
過
程
で
、
各
地
の
地
域
性
や
山
風
を
踏
ま
え
て
『
瑩
山
清
規
』
そ
の
も
の
を
書
き
換
え
、
各
寺
の
儀
礼

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
現
存
最
古
写
本
で
あ
る
禅
林
寺
本
に
お
い
て
も
既
に
見
ら
れ
る
儀
礼
の
書
き
換
え
や
、『
龍
泰
寺
行
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事
次
序
』
な
ど
か
ら
伺
え
る
。
つ
ま
り
、『
瑩
山
清
規
』
と
い
う
書
に
は
、
当
初
は
曹
洞
宗
全
体
に
通
用
す
る
、
標
準
的
・
固
定
的
な
儀
礼

の
標
準
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
必
ず
し
も
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
時
代
や
地
域
の
変
遷
に
よ
っ
て
随
時
書
き
換
え
を
行
う
こ
と
を
前
提
と

し
た
著
作
と
い
う
位
置
づ
け
を
有
し
て
い
る
書
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
位
置
づ
け
や
各
系
統
本
の
性
格
を
誰
が
決
定
し
た
か
は
検

討
が
必
要
で
あ
る）

21
（

。

そ
れ
が
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
『
永
平
寺
諸
法
度
』・『
總
持
寺
諸
法
度
』
に
よ
っ
て
、
總
持
寺
が
曹
洞
宗
の
両
本
山
の
一
角
を
占

め
る
よ
う
に
な
る）

22
（

。
ま
た
、
近
世
刊
本
に
お
け
る
瑩
山
禅
師
伝
の
初
出
で
あ
る
、
延
宝
三
年
序
、
高
泉
性
潡
（
一
六
三
三
〜
一
六
九
五
）『
扶

桑
禅
林
僧
宝
伝
』
四
の
項
目
名
に
は
「
總
持
寺
瑩
山
瑾
禅
師
伝）
23
（

」
と
あ
り
、
總
持
寺
開
山
と
し
て
瑩
山
禅
師
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
永
光
寺
一
寺
の
儀
礼
の
規
範
で
あ
る
『
洞
谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
』
も
、
そ
の
刊
行
に
際
し
て
新
た
に
『
瑩
山

清
規
』
と
い
う
書
名
を
与
え
ら
れ
、「
曹
洞
宗
の
本
山
總
持
寺
の
開
山
が
定
め
た
清
規
」
へ
と
位
置
づ
け
を
改
め
て
い
く
。

ま
た
、
出
版
に
よ
る
『
瑩
山
清
規
』
の
内
容
の
固
定
化
は
、
一
宗
の
儀
礼
の
統
一
的
な
基
盤
と
し
て
の
著
作
へ
と
性
格
を
転
換
し
て
い

く
に
際
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
に
お
い
て
は
、『
瑩
山
清
規
』
そ
の
も
の
を
書
き
換
え
て
各
寺
の
儀
礼
を

構
築
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、『
瑩
山
清
規
』
及
び
『
永
平
清
規
』
を
元
に
、
特
に
黄
檗
宗
等
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
儀
礼
を
再
構
築
し
て

い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
の
成
果
の
一
つ
が
、
月
舟
・
卍
山
の
大
乗
寺
に
お
け
る
、
古
規
復
古
を
目
指
し
た
実
践
に
基
づ
く
『
椙
樹
林
清

規
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
容
檗
的
な
古
規
復
古
が
近
世
中
期
頃
よ
り
大
き
な
批
判
を
受
け
、
新
た
な
展
開
が
見
ら
れ
る
の
は
既
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る）

24
（

。

以
上
が
、
曹
洞
宗
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
の
受
容
と
変
遷
に
つ
い
て
の
概
説
で
あ
る
。
そ
の
結
論
と
し
て
は
、
卍
山
が
延
宝
九
年
刊

本
に
付
し
た
「
瑩
山
和
尚
清
規
序
」
に
あ
る
、
著
名
な
以
下
の
句
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

昔
、
瑩
山
没
而
此
書
隠
。
此
書
隠
而
叢
林
廃
。
今
、
和
尚
出
而
此
書
顕
。
此
書
顕
而
叢
林
興
。
人
之
出
没
、
書
之
隠
顕
、
実
叢
林
興

廃
之
所
係
、
而
施
之
棗
梓
、
則
書
之
慧
命
、
不
泯
、
人
之
法
身
、
常
存
。
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昔
、
瑩
山
没
し
て
此
の
書
隠
る
。
此
の
書
隠
れ
て
叢
林
廃す
た

る
。
今
、
和
尚
出
で
て
此
の
書
顕
る
。
此
の
書
顕
れ
て
叢
林
興
る
。
人
の

出
没
、
書
の
隠
顕
、
実
に
叢
林
の
興
廃
の
係
る
所
に
し
て
、
之
を
棗そ
う

梓し

に
施
す
と
き
ん
ば
、
則
ち
書
の
慧
命
、
泯
き
ず
、
人
の
法
身
、

常
に
存
す
。（「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
〈
一
〉」
一
七
二
頁
）

つ
ま
る
所
、
瑩
山
禅
師
示
寂
後
、『
瑩
山
清
規
』
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「
和
尚
」（
月
舟
）
の
古
規
復
古
運
動
の
中
で
再

び
見
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
叢
林
を
復
興
さ
せ
た
と
い
う
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
大
乗
寺
に
お
け
る
運
動
の
正
当
性
を

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
書
を
刊
行
し
た
こ
と
で
、
本
書
は
再
び
没
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
他
宗
派
に
お
け
る
『
瑩
山
清
規
』
受
容
の
一
側
面
を
本
稿
で
は
確
認
し
て
き
た
が
、
受
容
に
至
っ
た
主
た
る
要
因
も
ま
た
、
近

世
に
お
け
る
復
古
・
復
興
運
動
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
動
き
を
見
る
と
、
曹
洞
宗
の
儀
礼
を
参
照
し
て
取
り
入
れ

る
、
と
い
う
こ
と
を
直
接
的
な
目
的
と
し
た
も
の
は
、『
無
縁
双
紙
』
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
刊
行
以
前

に
お
い
て
は
、
写
本
に
つ
い
て
、
戒
律
の
研
究
に
際
し
て
、
そ
の
参
考
文
献
の
一
つ
と
し
て
の
「
清
規
」
と
し
て
の
参
考
文
献
と
し
て
用

い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
刊
行
の
後
は
、
本
朝
撰
述
の
「
清
規
」
の
一
つ
と
し
て
、
あ
る
い
は
中
世
日
本
の
禅
僧
の
一
著
作
と

い
う
側
面
か
ら
参
照
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
瑩
山
清
規
』
は
、
曹
洞
宗
に
お
け
る
古
規
復
古
へ
の
影
響
と
い
う
側
面
か

ら
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
他
宗
に
お
け
る
復
古
運
動
の
中
で
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
可
能
性
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、『
瑩
山
清
規
』
は
曹
洞
一
宗
の
み
の
典
籍
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
て
本
稿
の
一
応

の
結
論
と
し
、
今
後
も
事
例
捜
索
等
を
通
じ
て
、
そ
の
裏
付
け
を
進
め
て
い
き
た
い
。

注（
１
） 

以
上
、
田
中
良
昭
『
敦
煌
禅
宗
文
献
の
研
究
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
八
三
年
二
月
、
四
六
一
〜
四
七
七
頁
）
、
石
井
修
道
「
百
丈
清

規
の
研
究

―
「
禅
門
規
式
」
と
『
百
丈
古
清
規
』」（『
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
第
六
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）
、
同
『
中
世
禅
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籍
叢
刊
』
六　

禅
宗
清
規
集
「
解
題
（
総
説
）」（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
四
月
）
、
伊
吹
敦
「「
戒
律
」
か
ら
「
清
規
」
へ

―
北

宗
の
禅
律
一
致
と
そ
の
克
服
と
し
て
の
清
規
の
誕
生

―
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
七
十
四
号
、
二
〇
〇
九
年
七
月
）
、
同
『
中

国
禅
思
想
史
』（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
二
一
年
六
月
、
二
一
八
〜
二
二
二
頁
）
等
参
照
。

（
２
） 
前
注
伊
吹
敦
「「
戒
律
」
か
ら
「
清
規
」
へ
」
八
〇
〜
八
一
頁
参
照
。

（
３
） 『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
六　

禅
宗
清
規
集
（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
四
月
）
所
収
、
尾
崎
正
善
「『
瑩
山
清
規
』
解
題
」
七
八
一
〜

七
八
二
頁
等
参
照
。

（
４
） 『
瑩
山
清
規
』
の
諸
本
の
紹
介
及
び
全
文
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
共
同
研
究
「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
一
）

―
「
日
中
行
事
」
の

翻
刻

―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
十
三
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）
、「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
二
）

―
「
月
中
行
事
」・「
回
向

文
」
の
翻
刻

―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
十
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
、「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
三
）

―
「
年
中
行
事
」・

「
羅
漢
講
式
」
の
翻
刻

―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
十
五
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）
、「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
四
）

―
「
年
中

行
事
」・「
涅
槃
講
式
」
の
翻
刻

―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
十
六
号
、
二
〇
二
三
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
） 

拙
稿
「『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
「
回
向
文
」
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
七
十
巻
第
一
号
、
二
〇
二
一
年
十
二
月
）
、

「『
瑩
山
清
規
』
の
排
列
に
つ
い
て

―
光
椿
書
写
本
・「
回
向
文
」
を
中
心
と
し
て

―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大

会
紀
要
』
第
二
十
三
回
、
二
〇
二
二
年
六
月
）
、「『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
敎
学
研
究
』
第
七
十
二
巻

第
一
号
、
二
〇
二
三
年
十
二
月
）
、「「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
」
の
概
要
と
今
後
の
研
究
課
題
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大

会
紀
要
』
第
二
十
五
回
、
二
〇
二
四
年
刊
行
予
定
）
参
照
。

（
６
） 

廣
上
塔
貫
『
草
山
元
政
省
我
律
師
伝
』（
大
慈
林
僧
伽
、
一
九
九
三
年
三
月
）
九
頁
、
大
谷
由
香
「
伝
香
寺
所
蔵
新
出
文
献　

元
照

撰
『
摂
戒
種
類
図
』」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
七
十
巻
第
二
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）
七
二
二
頁
。『
草
山
元
政
省
我
律
師
伝
』
は
、

日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
様
の
御
厚
意
に
よ
り
、
閲
覧
・
複
写
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
西
明
寺
の
現
蔵
文
献
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は
、
稲
城
信
子
『
日
本
に
お
け
る
戒
律
伝
播
の
研
究
』（
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
六
三
〜
七
四
頁
）
参
照
。

（
７
） 

こ
の
年
限
に
つ
い
て
、
上
限
は
、『
新
纂
禅
籍
目
録
』（
駒
沢
大
学
図
書
館
、
一
九
六
二
年
六
月
、
八
三
〜
八
四
頁
）
に
は
麟
広
書
写
本

の
記
述
が
な
い
こ
と
に
よ
る
。
下
限
は
、
そ
の
存
在
が
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
山
端
昭
道
「『
瑩
山
清
規
』
の
写
本
に

つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』
第
十
五
号
、
一
九
七
三
年
三
月
）
で
あ
り
、
そ
の
前
年
に
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
が
実
施
し
た
能
登
・
北
陸

地
方
資
料
調
査
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
た
と
判
断
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
た
。
し
か
し
、
椎
名
宏
雄
・
山
端
昭
道
・

大
谷
哲
夫
「
能
登
・
北
陸
地
方
資
料
調
査
報
告
」（『
宗
学
研
究
』
第
十
五
号
所
収
）
に
あ
る
永
光
寺
の
資
料
調
査
・
紹
介
に
は
麟
広

書
写
本
の
記
載
は
な
い
。

（
８
） 

山
上
氏
旧
蔵
本
の
紹
介
論
文
で
あ
る
、
田
島
柏
堂
「
新
資
料　

山
上
氏
所
蔵
写
本
の
『
瑩
山
清
規
』
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教

学
研
究
』
第
七
巻
第
一
号
、
一
九
五
八
年
十
二
月
）
に
は
、「
近
年
某
所
よ
り
発
見
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
金
沢
市
山
上
嘉
久
氏
の
所
有

に
帰
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
同
氏
に
は
今
回
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
貴
重
な
る
原
本
を
持
参
し
、
私
に
貸
与
さ
れ
た
」（
九
五
頁
）
と
あ

る
が
、
実
際
に
は
古
書
店
よ
り
購
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
本
書
は
、
山
上
家
に
は
現
在
所
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
原
蔵
者

は
不
明
で
あ
る
。

（
９
） 

本
書
は
、『
新
纂
禅
籍
目
録
』
一
六
二
頁
「
自
得
禅
師
録
カ
ナ
抄
」
の
、「
⑤
（
所
蔵
者
）
書
籍
目
」
の
引
用
元
で
あ
る
。

（
10
） 

石
川
力
山
『
禅
宗
相
伝
資
料
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
五
月
、
八
五
頁
）
参
照
。

（
11
） 「
貞
享
二
年
寺
社
由
緒
書
上
」（『
加
越
能
寺
社
由
来
』
上
、
石
川
県
図
書
館
協
会
、
一
九
七
四
年
四
月
、
二
五
六
〜
二
五
七
頁
）
参
照
。

（
12
） 

浅
野
久
枝
「「
無
縁
」
の
名
を
持
つ
書
物
た
ち

―
近
世
葬
式
手
引
書
紹
介

―
」（『
仏
教
民
族
研
究
』
第
七
号
、
一
九
九
一
年
九

月
）
参
照
。

（
13
） 

詳
細
な
結
果
は
、
本
稿
の
検
討
対
象
外
の
部
分
に
も
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
機
会
を
改
め
て
別
稿
で
提
示
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
14
） 

附
箋
に
よ
っ
て
内
題
を
修
正
し
て
い
る
例
は
「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
二
）」
二
五
六
頁
、
誤
字
の
例
は
同
前
二
五
七
頁
参
照
。
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（
15
） 

東
隆
眞
監
修
、『
洞
谷
記
』
研
究
会
編
『
諸
本
対
校
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』（
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
七
月
）
翻
刻
八
頁
。
た
だ
し

『
瑩
山
清
規
』
の
割
注
部
分
は
『
洞
谷
記
』
に
は
な
く
、
出
典
は
不
明
で
あ
る
。

（
16
） 『
正
法
眼
蔵
』
の
引
用
例
と
し
て
、「
手
巾
」
の
説
明
に
際
し
て
、「
洗
面
」
巻
（『
道
元
禅
師
全
集
』
二
、
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
一

月
、
四
一
頁
）
、「
洗
浄
」
巻
（
同
前
八
四
頁
）
を
引
用
し
（
巻
上
之
一
・
一
九
丁
裏
、
巻
下
之
一
・
八
丁
裏
〜
一
〇
丁
表
）
、
厠
で
の
作
法

に
際
し
て
、「
洗
浄
」
巻
（
前
掲
書
八
六
〜
八
七
頁
）
を
引
用
し
て
い
る
（
巻
下
之
一
・
一
二
丁
表
、
一
三
丁
表
、
一
五
丁
表
〜
裏
、
一
九

丁
裏
、
二
一
丁
裏
、
二
三
丁
表
〜
裏
）
。
た
だ
し
「
洗
面
」
巻
に
は
「
手
巾
は
（
中
略
）
そ
の
い
ろ
、
し
ろ
か
る
べ
か
ら
ず
、
し
ろ
き

は
制
す
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
色
可
白
（
色
は
白
か
る
べ
し
）」（
巻
上
之
一
・
一
九
丁
裏
）
と
「
白
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
記
し
て
お
り
、
問
題
も
あ
る
。
ま
た
参
照
し
た
『
正
法
眼
蔵
』
は
、「
正
法
眼
蔵
〈
道
元
作
〉
第
五
十
云
」（
同
前
同
頁
）
、

「
正
法
眼
蔵
第
五
十
四
云
」（
巻
下
之
一
・
一
二
丁
表
）
と
あ
り
、
後
者
の
「
洗
浄
」
巻
は
、
七
十
五
巻
本
に
収
録
さ
れ
る
が
六
十
巻

本
系
に
は
収
録
さ
れ
な
い
た
め
、
七
十
五
巻
本
系
の
内
の
、
七
十
五
巻
本
・
八
十
三
巻
本
・
八
十
四
巻
本
（
梵
清
本
）『
正
法
眼

蔵
』
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
五
山
十
刹
図
』「
径
山
用
僧
堂
囲
炉
図
」（『
禅
学
叢
書
』
八
、
中
文
出
版
社
、
一
九
七
七
年
八

月
、
一
三
〇
六
頁
）
か
ら
の
引
用
も
あ
る
（
巻
下
之
二
・
三
五
丁
裏
〜
三
六
丁
表
）
。

（
17
） 『
勅
修
百
丈
清
規
左
觽
』
・『
禅
林
象
器
箋
』
の
注
釈
の
棲
み
分
け
に
つ
い
て
は
、
堀
祥
岳
「《
資
料
紹
介
》『
禅
林
象
器
箋
』
写

本
の
調
査
事
始
め
」（『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
学
研
究
紀
要
』
第
十
二
号
、
二
〇
一
四
年
十
二
月
、
二
一
頁
）
参
照
。

（
18
） 

大
谷
哲
夫
『
卍
山
本
永
平
広
録　

祖
山
本
対
校　

全
』（
一
穂
社
、
一
九
九
一
年
三
月
、
五
三
六
〜
五
四
二
頁
）
、
鏡
島
元
隆
訳
註

『
原
文
対
照

現
代
語
訳　

道
元
禅
師
全
集
』
十
三
（
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
七
〇
頁
）
参
照
。

（
19
） 

拙
稿
「
道
元
禅
師
以
降
の
『
典
座
教
訓
』
の
伝
播
と
受
容

―
中
世
・
瑩
山
禅
師
よ
り
近
代
・
戦
前
期
に
か
け
て

―
」（『
曹
洞

宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
二
十
一
回
、
二
〇
二
〇
年
六
月
、
二
四
頁
）
参
照
。

（
20
） 『
続
抄
物
資
料
集
成
』
十　

解
説
・
索
引
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
十
二
月
、
一
八
〇
頁
）
参
照
。
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（
21
） 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」（
本
稿
注
〈
５
〉
参
照
）
に
お
い
て
私
見
を
示
し
た
。

（
22
） 『
永
平
寺
史
料
全
書
』
文
書
編
一
（
大
本
山
永
平
寺
、
二
〇
一
二
年
十
月
、
五
四
一
〜
五
五
二
頁
）
参
照
。

（
23
） 
黄
檗
文
化
研
究
所
『
高
泉
全
集
』
編
纂
委
員
会
編
『
高
泉
全
集
』
三
（
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
一
二
三
七
頁
、

版
本
八
丁
表
〜
九
丁
表
。

（
24
） 

本
稿
注
（
19
）
拙
稿
二
四
〜
二
八
頁
に
お
い
て
、
先
行
研
究
の
指
摘
を
整
理
し
た
。

付
記 

本
稿
は
、
二
〇
二
三
年
九
月
三
日
午
後
に
行
わ
れ
た
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
第
七
十
四
回
学
術
大
会
、
パ
ネ
ル
発
表
Ｃ
「
江

戸
時
代
の
仏
教
文
献
を
め
ぐ
る
諸
相
」
に
お
け
る
分
担
発
表
を
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
パ
ネ
ル
全
体
の
抄
録
は
『
印
度
学

仏
敎
学
研
究
』
第
七
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
当
該
発
表
時
は
一
・
二
（
１
）
・
四
の
み

口
頭
で
説
明
し
、
二
（
２
）
・
三
は
時
間
の
都
合
に
よ
り
省
略
し
た
。

 

本
パ
ネ
ル
発
表
に
お
声
が
け
頂
き
ま
し
た
宮
崎
展
昌
先
生
、
パ
ネ
ル
主
催
者
の
岸
野
良
治
先
生
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
万
波
寿
子
先

生
、
佐
竹
隆
信
先
生
、
興
津
香
織
先
生
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
ま
し
て
深
く
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

 

ま
た
、
資
料
の
閲
覧
・
複
写
で
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
様
に
も
誌
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

追
記 

本
稿
の
初
稿
返
送
後
、『
増
益
書
籍
目
録
大
全
』
の『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
の
項
に「
洞
家
光
運
」
と
あ
り（
慶
応
義
塾
大
学
附
属

研
究
所
斯
道
文
庫
編『
江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
』
三
、
井
上
書
房
、
一
九
六
三
年
十
月
、
三
八
頁
、
版
本
三
冊
二
二
丁
表
）
、

『
増
補
分
類
無
縁
双
紙
』
の
著
者
が
曹
洞
宗
僧
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
著
者
が
臨
済
宗
僧
で
な

く
て
も
有
効
な
検
討
も
多
い
た
め
、
本
稿
で
は
こ
の
旨
を
追
記
す
る
の
に
留
め
、
詳
細
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
あ
き
つ　

ひ
で
あ
き
・
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
常
任
研
究
員
・
仏
教
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
）


